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１８ 危険物を取り扱う配管の一部へのサイトグラスの設置に関する指針 

                 （H13.2.28 消防危第２４号通知 別添） 

 

 危険物を取り扱う配管の一部へのサイトグラス設置にあたっては，政令第９条第１項第２１号の規定によ

り設置されることとなるが，サイトグラスの材料として，ガラス等の材料が一般に用いられること等から，次

の事項に留意すること。 

 

 １ 強度 

  （１） サイトグラスの大きさは必要最小限のものであること。 

  （２） サイトグラスは，外部からの衝撃により容易に破損しない構造のものであること。 

      構造例 ： サイトグラス外側に保護枠，蓋等を設けることにより，サイトグラスが衝撃を直接受け

ない構造となっているもの，想定される外部からの衝撃に対して安全な強度を有する強

化ガラス等が用いられているもの等があること。 

             構造の例を別紙１に示す。 

 

 ２ 耐薬品性 

   サイトグラス及びパッキンの材質は，取り扱う危険物により侵されないものであること。 

   材質例 ： ガソリン，灯油，軽油，及び重油等の油類の場合は耐油性パッキン又はテフロン系パッキ 

ン等。 

酸性，アルカリ性物品の場合はテフロン系パッキン等。 

 

 ３ 耐熱性 

  （１） サイトグラスは，外部からの火災等の熱によって容易に破損しない構造のものであること。 

      構造例 ： サイトグラスの外側に，使用時以外は閉鎖される蓋を設ける構造等があること。 

             構造の例を別紙１に示す。 

  （２） サイトグラスの取付部は，サイトグラスの熱変位を吸収することができる構造とすること。 

      構造例 ： サイトグラス両面にパッキンを挟んでボルトにより取り付ける構造等があること。 

             構造の例を別紙２に示す。 

 

 ４ 地下設置の場合の取扱い 

   地下埋設配管にサイトグラスを設置する場合には，当該サイトグラスの部分を配管の接合部（溶接そ

の他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法による接合以外の方法）と同様に取り扱うこと。 

 

 ５ その他 

   サイトグラスは，容易に点検，整備及び補修等ができる構造とするとともに，サイトグラスから危険物

の漏えいが発生した場合，漏えい量を最小限とすることのできる構造とすることが望ましいこと。 

   構造例 ： 別紙３等があること。また，別紙３の構造の場合の操作方法は別紙４等があること。 
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